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は じめ に

医療機関の会言十制度改定の動きが進んでい る． 具 体

的 に は，
２００４ 年 ４ 月 か ら

，
病 院 会言十準 則 が 改 定 ・ 適

用 さ れ る．
ま た
，
医療 法 人 会 計 基 準 の 制 定 も 予定 さ れ

て い る．
い ま 何 故 会言十な の だ ろ う か と 疑 間 に 思う 方 も

多 い だ ろ う．
こ の 問 い に い く っ か ヒ ン ト を 与 え た い．

私の知る限り， 病 院経営を財務会計的な側 面から見

る と
，
そ の 実 態 はき わ めて 脆 弱 で あ る

．
し か し， そ の

脆弱さの程度 は特定の 病院単位で認知されていたもの

の， 全 体 が どの よ う にな っ て い る の か， そ の 実 態 が 明

らか に な っ て いな かっ た．
これ ま で の 官 主 導， 護 送 船

団方式の 中で はこれに疑間を呈する必然性がなかった

と も言 え る
．
一 方， 日 本 経 済の 低 迷 か ら国， 地 方 を 間

わ ず財 政 難 に 陥っ て い る．
必然 的 に こ れ は 医 療 費 財 源

に も及 ん で い る． 自 治 体病 院 がこ ぞ っ て 病 院 改 革
を す

す めて い る の は 経 済 的 理 由 を 優先 して の こ と で あ る．

ま た政 府 が 進 め て い る 医 療 改革 は， 医 療 の 効 率 性， 医

療 の信 頼 性， 医 療 の 保 障 性 を 目標 と して い る も の の，

本 質的 に は 経 済 改 革 で あ る． す な わ ち， 財 務 会 計 を 適

切 な制度 にする目的は， 医療機関の経営実態を正確に

把 握 し， 医 療 費 財 源 を 適 正 に 配 分す る こ と に よ り， 医

療 効 率 を 高 め る こ と で あ る
．
わ れわ れ は好 む と 好 ま ざ

る と に か か わ ら ず， 経 済 の 影 響 を 受 ける．
今 日 の 社 会

に お い て は 経 済 が す べ て の 変 化 の 起点 にな る の で あ る．

つまり， 会計制度改定は社会からの要詰と捉えるべき

で あ る
．

こ れ は マク ロ 的 な 背 景 の 解 釈 で あ る が， 個 々 の 医 療

機 関 を 考 え た 場 合 どの よ う に解 釈 す べ き で あ ろ う か
．

会計制度改定とあるので事務長や経理部長の仕事と考

え が ち だ が， 損 益言十算 に大 きな 影響 を 与 え， ま た 情 報

公開の流れと も関係 して， 長期 的に医療経営に大きな

影 響 を 与 え る、 ま た， 「病 院」 と あ る の で 診 療 所 に は

関係がない と考え がち だが， 医療機関全体 に対する社

会 からの評価 が急 激に変わりっっあること に注目する

必 要 があ る． っ ま り， 事 務 ・ 経 理 の 間
題 で はな く， 経

営 管理 者 の 課題 と 捉 え る べ き で あ る．

今回の会計制 度改定はまさに医療機関の積極白勺な情

報公開を目指すものであるが， 透析医療機関は患者の

慢性化などによってほかの医療機関に比して情報公開

の 姿 勢 が 消 極 的 で あ る と の 声 が 聞 か れ る．
今 後， 不 透

明 で あ れ ば あ る ほ ど 杜 会 の 要 請 と 乖 離 す る だ け で なく，

制度的な罰則も強化されよう． その点では透析医療機

関こそが， 社会の流れへの注 目と積極的な対応が必要

と な る
．

病院会計準則改定な どのあ らま し

１） 改定される制度と 適用 対象

現 状 で は次 の よ う に予 定 さ れ て い る．

① 病院会計準則の 改定は， 施設として の病院 （個

人 ・ 法 人） に 適 用 さ れ る も の で， ２００４ 年 ４月 か

らの 適 用 が 予 定 さ れ て い る．

② 医療法人 会計 基準の新設は， 経営主体としての

医 療 法 人 に 適 用 さ れ る も の で， ２００４ 年 ４月 か ら

の 適 用 を 目 指 す も の の，
１ 年 程 度 延 期 に な る 可 能

性 が あ る．
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③ 上言己か ら， 個 人経営の診 療所にはいずれの制度

も適用されない が， ほかの医療機関が医療法人会

言十基 準 を 遵 守 し て い る 中 で， あえ て
適 用 さ れ な い

こと に 甘 え る の で は， 経 営 管 理 の点
か ら は 大 き な

問題 を 抱え る こ と と な る
．

２） 経過措置な どと強制力

① 経過措置と適用 除外

適 用 に 当 た っ て は， 小 規模 の 施 設 ・
法 人を 中 心 と し

て経過措置や適用 除外 が発生する可能性がある． しか

し， 後
述 す る 社 会 全 体 の 情 報 公 開の 流 れ や， 組 織 の 活

性 化 の視 点 か ら， 適用 除 外 に 甘え る
こ と なく 積 極 的 に

取 り 組 む 姿 勢 が 重 要 と な ろ う．

② 強制力

医療法人会計基準は強制力を持っが， 病院会計準則

は 「準則」 で あ り 強 制 力 を 持 た な い．
しか し， 各 種 補

助金申請に対する審査項目と して病院会計準則の適用

が 加 わ る 可 能 性 が あ り，
そ の 点 で は 実 質 的に は強 制 力

を 持 っ と 考 え る べ き で あ る．

２ 病院会計準則改定 の背景

１） 病院会計 準則 改定と医療法人会計基準制定の

検討の 流れ

現状の病院会計準則は昭和４０年１０月に制定され，

昭和５８年 に全面 的改正が 行われたが， 必ず しも多数

の 病 院 が 適用 した と はい え な い 状 況 であ っ た． そ
の 後
，

一方においては一般企業や杜会福祉法人な どの会計基

準の改定充実が進め られ， 他方においては医療施設の

類 型 化， 介 護 保 険 制 度 の創 設， 医療 サ ー
ビス に係 わ る

構造変化な ど， 病院 を取り 巻く経営環境は著しく変 化

し て い る
．

また， 一つの 医療 法人が病院以外の事業を営む事例

が増加し， 「施設と しての病 院」 に加えて
「経営 主体

と して の 医療 法 人」 の 会 計 が 重 要 とな っ た こ と が， 医

療法人会計基 準の制定を求めたことは自然の流れであ

ろ う
．

こ の よ う な 状 況 を 受 け て， ２００２ 年 ６月 公 表 の 四 病

院団体協議会病院会計準則研究委員会による 「病 院会

計準則等の見直 しに関 して （中 間報告）」 の 検討成 果，

「これからの医業経営のあり方に関する検討会」（座長：

田 中滋 慶魔義塾 大学大 学院経営管理研究 科教授）， な

らびに日本公認会計士協会非営利 法人委員会医療法人

専 門部会に よる検 討成果 を踏まえ て， ２００３年９月 公

表の 「病院会言十準則及び医療法人会計基準の必要性 に

関す る研究班」 （主任研 究者会田一雄慶鷹 義塾大学 教

授） に よ る 研 究 報 告 に よ っ て， 改 定 の 方 向性 が示 さ れ

て い る
．

これらの動きを見ると， 今回の病院会計準則の改定

と 医療法人会 計基準の制定 は， 一 時的な思い付きなど

に よ る も の で はな く，
ま さ に 時代 の 流 れ を 反 映 し て 長

期 的に取り 組んだ結果であり， 経 営者と してもその趣

旨 を 考 慮 し て の 前 向 き の 対 応 が求 め られ て い る．

２） 病院会計準則改定・医療法人会言十基準制定 と

情報公開の関係

最近に至り， 医療以外の側面では， 社会福 祉
法人会

計基準の制定， 公益法人会計基準 （案） の公表， 非
営

利組織会計制度の見直 し， 独立行政法人会計基準， 国

立大学法人会言十基準な どで公的部門に対 して新たな会

計 基準 が策 定さ れ， 財務 情 報 の 透 明 性
が 高 ま っ て い る．

ま た
，
一 般 企 業 にっ いて も， 企 業会 計 原 則

の 二 度 に

わ た る 改 正，
さ ら に は 連 結 財 務 諸 表制 度，

金 融 商 品 に

係 る 会 計 基 準， 退 職 給 付 に 係 る 会 計 基準 等に
よ り，

こ

こでも債権者に対する情報提供をはじめとして 客観性

の あ る 財 務 情 報 が 公 開 さ れ る 方 向 を た ど っ てき た．

こ の よ う な 環 境 変 化 を 受 け て， 国 民 に 信
頼さ れ る 医

業経営の担い手と して， 効率的で透明な医業経営を確

立 す る た め に は， 病 院会 計 準 則 の
適 用 を 推 進 し，

病 院

開設 主体 問の経営数値の 比較可能 性を確保 して， 病院

経営の効 率性と透明性を高めることが必要との考え が

強 ま っ て き た．

こ の よ う な 流 れ を 見 る と， 単 に
会 計 制 度の 改定 で は

な く
，
「会 計 処 理 を 適 正 か っ 共 通 な もの と す る」 こ と

を 経 由 し て， 「医 療 経 営 の 実 情
を
， 財
務 情 報 を 含 め て

杜会に公開する」 流れの一端を目指 していることがわ

か る
．
もち ろん 現 在 直 ち に財 務 諸 表 を公 開 す る こ と に

はな らな い．
し か し， た とえ ば 数 年 前 に

は 「カ ル テ を

開 示 す べ き か 否 か」 を 議 論 して い た の が，
現 在 で は

「開 示 は当 然
，
具 体 的 に どう す る か」 に 議 論 が 移 っ て

いる社会価値観の変化を考えれば， 財務諸表の 公開が

常 識 と な る 可 能 性 は 高 い と 考 え る べ き で あ ろ う．
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３ 病院会計準則改定の具体 的な内容と

病院経営への影響

日 本 透 析 医 会雑 誌

１） 病院の財務諸表体系

今 回 の 改 定 で は， 作 成 す べき 財 務 諸 表 の 種 類 と し て，

貸 借 対 照 表 ・ 損 益 計 算 書 に キ ャ ッ シュ フ ロ ー 計 算 書 を

追 加 し
， ま た 利 益 処 分 計 算 書 を 除外 した． こ の ほ か に

病院会計準則の改正が行わ れる 際には， 施設会計基準

として椙互に密接な関係を持っ介護老人保健施設会計・

経理準則， 指定老人訪間看護の事業および指定訪問看

護の事業の会計・経理準則の改正 も必要と考え られて

い る
．

財 務 諸 表 の 種 類 と して， 貸 借 対 照 表 ・ 損 益言十算 書 ・

キ ャ ッ シュ フ ロ ー 計 算 書 が 言 わ れ て い る が， 実 は 現 状

の病 院会言十準則と比べると， 貸借対照表が損益計算書

の前 に 出 て き て い る． こ れ は偶 然 で は な く 「貸 借 対 照

表 を 重 視 す る 時 代」 と の 考 え に よ っ て い る よ う だ．
こ

の 考 え は， 医 療 収 益 の 増 加 が 期 待 で き な い 環 境 に あ っ

て は， 損 益言十算書よりも貸借対照表に表現されている

財 務 構 造 が 大 き な 問 題 と な っ て い る こ と を 示 し て い る

の だ ろ う． つ
ま り 一 度 過 剰 借 入 に 陥 る と， 借 入 返 済 資

金 は税引き後 の資金に依存するので返済負担がきわめ

て 大 き く な る こ と と な る た め に， 経 営 再 建 を す る こ と

はき わ め て 困 難 で あ る こ と に 対 す る 問 題 提 起 で あ り，

示 唆 に 富 む もの と い え る だ ろ う．

① 貸借対照表

現状に比 して大き な変更はないが， 科目が細分化さ

れ て い る こ と が 目 を引 く． た
と え ば， 長 期 貸 付 金 は，

長期貸付金・役員従 業員長期貸付金・他会計長期 貸付

金 に 細 分 さ れ る よ う にな っ た． こ の こ
と は， 公 私 混 同

的 な 資 金 の 流 れ が 明 瞭 に な る こ と と な る． た とえ ば，

理事長個人に医療法人 から貸付金があればそ の実態が

表面化 し， まさに経 営の 透明性が実現さ れて しまうこ

と と な る
．

② 損益計算書

現状に比して大きな変更 はないが， 医業費用 に中区

分 が設 け ら れ た 点 が 目 立 っ． っ ま り， 大 項 目 と して の

医 業費 用 の 下 に， 給 与 費 ・ 材 料費 ・委 託 費 ・ 設備 関係

費 ・ 研 究 研 修 費 ・ 経 費 ・ 雑 費 の 中 区分 を 設 けて い る．

ま た
，
委 託 費 の 内 訳 と して， 検 査 委 託 費 ・ 給 食 委 託

ＶｏＩ１１９ Ｎｏ．１ ２００４

費 ・ 寝 具 委 託費 ・ 医事 委 託 費 ・ 清 掃 委 託費 ・ 保 守 委 託

費 ・ そ の 他 の委 託 費 と して 細 分 化 す る こと と な り， 経

営 実 態 が 一層 明 確 と な る
．

こ の 結 果
，
費 用 の 集 計 が 経 営 管 理 に その ま ま 活 用 で

き る 形 式 と なっ て い る 点 で は，
経 営 者 にと っ て も外 部

関 係 者 に と って も優 れ た も の と な っ て いる． 当 然 な が

ら， こ のメ リッ トを 活 用 して 経 営 管 理 の向 上 を 果 た す

こ と が 望ま しい．
逆 に，

ほ か の 医 療 法 人の 経 営 幹 部 が

自己財務分析に十分に活用 し， 自院が活用を怠るので

あれば， 経営管理面での立ち遅 れの原因と もなりかね

な い こ と と な る．

③ キ ャ ッ シュ フ ロ ー言十算 書

Ａ、 キ ャ ッ シ ュ フ ロ ー 計 算 書 の 意 義

キ ャ ッ シュ フ ロ ー 計 算 書 は， 今 回 の 改定 の 主 要 点 の

一 っ で あ る．
キ ャ ッ シ ュ フ ロ ー 言十 算 書 は， ほ

か の 産 業

で も 広く 作 成さ れて い る が， そ の 理
由 は次 の ２ 点 で あ

る
．

第一に， 損益計算書が示す利 益は一部が未収金とな

っ て い る た め に 「勘 定 あ っ て 銭 足 ら ず」 に 象徴 さ れ る

黒 字 倒 産 を 招く こ と が あ る こ と で あ る．
し た がっ て，

現 金 残 高 を 管理 す る た め に は， キ ャ ッ シュ フロ ー 計 算

書 に よ っ て 管理 す る こ と が わ か り や す い た めで あ る．

第 二 に， 損益 計 算 書 は 粉 飾さ れ る 例 が 散 見さ れる こ

と だ． っ ま り， 売 上 や 経 費 を 粉 飾 す る こ と によ っ て 利

益 操 作 を する こ と を 防 ぐた め の 方 法 と し て キ ャッ シュ

フ ロ ー 計 算 書が 有 効 で あ る た め で あ る． キ ャッ シュ フ

ロ ー言十算 書 を 要 約 す れ ば 「前 期 末 の キ ャッ シ ュ 残 高」

十 「当 期 の キ ャ ッ シュ 増 加 額」 一 「当 期 の キ ャ ッ シ ュ

減 少 額」 ＝ 「当 期 末 の キ ャ ッ シュ 残 高」 と な る が， こ

の うち の 「前期 末 の キ ャ ッ シュ 残 高」 と 「当 期 末 の キ

ャ ッ シュ 残 高」 は 操 作 が で き な い た め に， 粉 飾 の な い

信 頼 で きる 財 務 諸 表 と な る た め で あ る．

な お， こ こ で の キ ャ ッ シ ュ と は， 現
金 お よ び 要 求 払

預金並 びに現金同等物とさ れて おり， いずれも残高証

明 な ど で確 認 で き る も の で あ る．

Ｂ． キ ャ ッ シ ュ フ ロ ー
計 算 書 の 区 分

キ ャ ッ シュ フ ロ ー 計 算 書 に は，
「業 務 活動 に よ る キ

ャ ッ シ ュ フ ロ ー」，
「投 資 活 動 に よ る キ ャ ッ シ ュ フ ロ ー 」

お よ び 「財 務 活 動 に よ る キ ャ ッ シ ュ フ ロ ー」 の 区分 を

設 ける． この 点 が， 資 金 繰 り 表 と の 違 い とな っ て い る．

Ｃ． キ ャ ッ シ ュ フ ロ ー 計 算 書 の 表 示 方 法
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表 １ 直 接 法と 間 接 法 の 違 い

４３

１ 月 ２ 月 ３ 月 ４月

直接法

医 療収 益 ・ 窓 口収 入

保険収入

収 入 合言十 （売 上 で は な い） （Ａ ＋Ｂ）

Ａ ３０ユ ３０２ ３０３ ３０４

Ｂ Ｏ ０ ７０１ ７０２

Ｃ ３０１ ３０２ ！
，
００４ ユ

，
Ｏ０６

間接法

医療 収 益 ・ 窓 口 収 入

保険収入

売 上 合 計 （収 入 で は な い）

医 業 未 収 金 の 増 加 ： 未 収

医 業 未 収 金 の 減 少 こ 回 収

収入金額 （Ｆ－Ｇ＋ Ｈ）

Ｄ

Ｅ

Ｆ

Ｇ

Ｈ

Ｉ

３０１

７０ユ

１
．
００２

７０！

３０１

３０２

７０２

１
．
００４

７０２

３０２

３０３

７０３

ユ
，
００６

７０３

７０１

１
，
００４

３０４

７０４

！
，
００８

７０４

７０２

１
，
００６

【表示方法】

キ ャ ッ シュ フ ロ ー 計 算 書 の 表 示 方 法と して は， 直 接

法 と 間 接 法 があ り，
ど ち ら か を 選択 す る こ と と な る．

直 接 法 と は， 主 要な 取 引 ご と にキ ャ ッ シュ フ ロ ー を 総

額表示する方法 であ り， 間接法と は， 税引前当期純利

益に非資金損益項目， 営業活動に係る資産および負債

の 増 減，
「投 資 活 動 に よ る キ ャ ッ シュ フ ロ ー」 お よ び

「財 務 活動 に よ る キ ャ ッ シ ュ フ ロ ー」 の 区 分 に 含ま れ

る損益項目を加減 して表示する方法である、

実 務 上 は， 直 接 法 は事 務 負 担 が 大 き い こ と か ら， 間

接法を採用 する病院が多数を占めると予測される．

【直接法と間接法の違い】

直接法と 間接法の違いを， 医療未収金を例に取ると

表 １ の よ う に な る．

注意すべ きは， 直接法と間接法の選択は 「業務活動

に よ る キ ャ ッ シ ュ フ ロ ー」 だ け に っ い て の も の で あ り，

「投 資 活 動 に よ る キ ャ ッ シュ フ ロ ー」 お よ び 「財 務 活

動 によ る キ ャ ッ シ ュ フ ロ ー」 につ いて は直 接 法 だ け が

採 用 さ れ る 点 だ
．
た と え ば

， 医
業 未収 金 に っ い て は期

首 と 期 末 の 残 高 比 較 に よる が， 借 入
金 に つ い て は残 高

の比較ではなく 「短期 借入 れによる収入」 と 「短期借

入金の返済による 支出」， 「長期借入れによる収入」 と

「長期借入金の返 済による支出」 を区分 して計上する．
こ の こ と は， よ く 考 え て み れ ば経 営 者 が 実 情 を 表 現 す

る た め に は 当 然 の こ と と して よ く 理 解 で き る
．

２） 病 院の財務諸表作成上の改定

① 解説する項目

こ こ で は， 病 院 の 損 益 に 対 す る 影 響 が 大 き い， 退 職

給付会計の 導入と， リース資産の会計処理とに限定し

て 取 り 上 げ る
．

② 退職給付会計の 導入

Ａ． 退職給付会計のあ らま しと税制 改定の影 響

財務諸表の 作成 に当 たって は， 退職給付会計の導入

を 義 務 付 けた ため に
，
大 半 の 病 院 に お い て 減 益 ま た は

損 失 計 上 に な る こ と と な っ た．

退職給付会計の導入とは， 将来必要な退職給 与の見

積 も り 金 額 を， 費 用 と して 計 上 する こ と であ る． 費用

計上す べき総額 は， 「期 末に全職員が自 己都合退職 し

た際の必要金額一別途年金制度で外部に蓄積 した金額」

で あ る． こ の 計 上 は 現 金 の 流 出 を伴 う もの で はな い が，

今後仮に外部への運用 委託を行うのであれ ば支出 も発

生 す る． こ の 金 額 は， 一 度 に 計 上す べ き と す る の で は

なく， １５ 年 分 割 で の 引 当 と な る と 予 想さ れ て い る、

こ こ で 注 意 す べ き は， こ の 費用 計 上 が 税 務 上 の 損 金

と な ら な い 点 だ．
し た が っ て， 「退 職 給 付 会 計 の 導 入

の た め に 赤 字 と な っ た が， 税 金 は支 払 う」 こ と に な る

可 能 性 が ある． こ
れ は， 企業 財 務 と して の 費 用 処 理 と，

企業 税務 としての費用処 理に考えの違いがあるためで

あ り
，
こ の違 い は 今後 も継 続 して いく 見 込 み で あ る．

この問題 は， もう一つの複雑な課題と併行 して処理

さ れ る た め に，
現 場 で は一 層 複 雑 と な る． そ れ は， 平

成ユ４ 年度の税 制改定で 「退職給与引当金」 が廃止 さ

れ， ４～１０年間に分割して取り崩し （利益に加算する）

と な る た め だ
．
こ の
， 退 職 給 付 に 引 き 当 て る 金 額 と 取

り 崩 す 金 額 は，
個 々 の 医 療 機 関 の 就 業 規則 ・ 職 員 の 状

況 ・ 年 金 制 度 に よ り 変 動 す る の で， 顧 間 税 理 士 な ど と

検 討 す る こ と が 不 可 欠 と な る
．

Ｂ． 隠 れ負 債 であ る と の 指摘

改 定 の 基 本 的 な 患 想 は， 「現 状 の 財 務 諸 表 に は，
将

来 の 退 職 給 与 が 表 現 さ れ て い な い． つ ま り， 隠 れ負 債

に な っ て い る の だ か ら， こ れ を 表 面化 して，
清く 正 し



４４ 日 本 透 析 医会 雑 誌

く 美 しく 表 現 す べ き で あ る」 と の 考 え が あ る
．
そ の 際

にも 「従来の税法基準は， 企業経営の実態とは分離 し

て いる」 と の考 え も あ る．
こ れ ら の 考 え は

，
必 ず しも

間違 っ たこ と では な い が，
急 激 な 改 定 で あ る 点 に 問 題

が ある と の声 が大 き い．

③ リース会計

財 務 諸 表 の 作成 に 当 た っ て は， リ
ー ス 会 計 の オ ンバ

ラ ンス 化 （リ ース を 受 け て い る 資 産 と，
未 払 い リ ー ス

料を貸借対照表 （バラ ンス シート） に言十上する） を行

う こ と と さ れ て おり， こ
れに よ り， リ

ー ス 利 用 の 病 院

で は 自 己 資 本 比 率の 低 下 を 招 く こ と と な っ た．

Ａ
． フ ァ

イ ナ ン ス ・ リ ー ス 取 引 の オ ン バ ラ ン ス

リ ー ス 取 引 は フ ァ イ ナ ン ス ・ リ ー ス 取 引 と オ ペ レ ー

テ ィ ン グ ・ リ ー ス 取 引 に 区 分 し， フ ァ
イ ナ ン ス ・ リ ー

ス 取 引 に っ い て は，
通 常 の売 買 取 引 に 係 る 方 法 に 準 じ

て 会 計 処 理 を 行 う こ と と なる．

こ こ で， フ ァ
イ ナ ン ス ・ リ ー ス 取 引 と は， レ ン タ ル

な どと は異 な り
，
① 一つ の契 約 で，

物 件 価 格 以 上 を リ

ー ス 料 と して 支 払 う こ と， ⑤ 途 中 解約 が 困 難 で あ る こ

と， の 条 件 を満 た す も の を い う．

Ｂ． 目 本 で は オ フ
バ ラ ン ス

フ ァ イ ナ ン ス ・ リ ー ス 取 引 に つ い て は， 原 則 は， 会

言十上は企業が借金 して設備投資をしたとみな して， 借

手 企 業 が 資 産 と負 債 に 計 上 す る こ と と な っ て い る． こ

れ を バ ラ ン ス シー トに言十上 す る と い う こ と で 「オ ンバ

ラ ンス」 と 称 する が， アメ リ カ で は こ れ だ け が 公 認 さ

れ て い る
．

これ に対 して 日本で は例外 的に 資産 計上 しな いで

（オ フ バ ラ ンス）， 脚 注 で も 可 と して い る が， こ の 結 果，

貸借対照表はスリムになり自己資本比率が向上する こ

と と な る
．
日本 はこ の 例 外 が 上 場 企 業 １

，
０５１ 社 の う ち

１
，
０４８ 杜 が 利 用 す る と い う， 圧 倒 的 多 数 を 占 め て い る．

Ｃ． オ ン
バ ラ ン ス の 影 響

未 払 リ ー ス 料 総 額 は， 未 払 い 金 ・ 長 期 未 払 い 金 に 含

めて言十上 し， 同額を資産の器具備晶な どに含 めて計上

す る
．
こ の 結 果， 自 己 資本 比 率 は低 下 して いく．

元来， リース契約は長期 的固定負担を招く ものであ

り， こ れ を 貸 借 対 照 表 に計 上 して い な い 現 状 に 問 題 が

あ っ た こ と は 否 定 で きな い が， こ こ で も急 激 な 改 定 で

あ る と の 声 が 多く 聞 か れて いる
．

Ｖｏ１．
１９ Ｎｏ．１ ２００４

表 ２ 事 業 報 告書 の 構 成

Ｉ 法人 の 概 況

設 立年 月 日

医 療 法 人の 種 類

社 員 およ び 持分 の 状 況 （社 団 の 場 合）

役 員 等 に関 す る 事 項

職 員 の 状況

施 設 の 状況

付 帯 業 務 の 状 況

主 要 な 借 入 先

決 算 日 後 に 生 じ た 法人 の 状 況 に 関 す る 重 要 な 事 実

Ｉ 事 業 の状 況

事 業 の 経 過 お よ び 成 果

設 備 投 資 の 状 況

資 金 調 達 の 状 況

法 人 の 対 処 す べ き 課 題

運 営 状 況 お よ び 財 産 状 況 の 推移

３） 医療法人会言十基準 の制定

① 財務諸表体系・改定した項 目

検討 課題 と して は， 連 結 財 務諸 表 が ある が， こ れ の

実 現 見 込み は不 明 で あ る．

② 事業報告書

事 業 報告 書 と は， 法 人 全 体 の
運 営 状 況

，
支 払 能 力

，

透 明 性， 経営 資 源 の 状
況
， 将
来 性
，
安 定 性
，
安 全 性，

設 備 の 状 況， な
どを 説 明 す る た め の 資 料 で あ る．

今 後，

金 融 機 関， 出資 者， 債
権 者
， 国
・ 地 方 自 治 体

，
納 税 者

と して の 国 民， 従 業 員，
経 営 者
，
納 入 業 者， さ らに は

患者等医療サー ビス利用者 （潜在的患者を含む） な ど

に対 して， 情報 公開をする必要性は広まると考えら れ

る．
しか し こ の た めの 情 報 提 供 の 手 法 が 未 確 立 の た め，

こ れ の 対 策 と し て 有意 義 な 方 法 と い え る．

この事業報告書は， 現状 の医療法 人会計基準新設 に

おい て は 義 務 化 さ れな い 可 能性 があ る が， 逆 に この よ

うな情報を提供することは医療 法人 の支持 者を増や す

効 果 が あ り， 積
極 的 に 対 応 する こ と が望 ま れる．

具 体的 な 項 目 例 は 表 ２ の よう にな る．

４ 経営幹部が対応すべき項目

１） 基本と しての積極的な対応

① 直ちに行うべき事項

経営幹部 は， まず 「病院会計準則
Ｌと医療法人会言十基

準を， 確定後に積極的に適用する」 との組織決定をす

る こ と が 必要 と な る．
制 度 の 詳 細 は 未 定 で あ る が， そ



会計制度改定

表 ３ 会 計 の 体 制 ・３ 区 分

４５

税務会計
税務 申 告 の た め の 決 算 書． 中 小 病 院を 含 む 中 小 企 業

は 現 実 に はこ れが 唯一 の 財 務 諸 表 で あ り， 申 告 時 以 外 に

は 活 用 さ れ て い な い．

財務会計

外 部 の 利 害 関 係 者 に 対 して 提 供 さ れ る会言十情 報 で あ り， 外 部 の 判 断 を 誤 らせ な い
ため に 多 く の 杜 会 的 規 制 が

あ る． 病 院 会 計 準 則 ・
医 療 法 人 会 計 基 準 が こ れ に該 当す る． 現 実 に は， ひ た す ら 作

成 す る の に精 一 杯 で， 活

用 す る 例 は 少 な い
．

管理会計
売 上 高 の内 訳 別 計 算 ・部 門 別 原 価言十算 ・ 投 資 な ど の 政 策 の 効 果 検 証 ・ 設 備 投 資 予 定 の 検討 な ど， 組織 の意 思

決 定 と 組 織 自 身 に よ る 分析 の た め に 提 供 さ れ る 会 計 情 報 で あ り， 年 成 自 体 や そ の 方
法 は 企 業 の 任 意 で あ る、

の方向性は医療機関の経営の面で積極的に受け止める

べき事柄であり， 経営幹部の明確な組
織決定と意患表

示 が前 提 条 件 と な る．

② 早期 に行うべき事項

早期に， 病 院会計 準則 の改
定と医療法人会計基準の

制定の基本 的な 考え を， 経営幹部もよく 理解 しておく

こ と が 必 要 とな る．

次に，
キ ↓ ツ シ ュ フ ロ ー 計 算 書 に つ い て の 研究

を 進

め るこ と で あ る．
キ ャ ッ シュ フ ロ ー言十算 書 は 概念 も作

成方法もほかの産業で実績があるか ら， 書店での参考

書 を活 用 す る な どで 十 分 に 可 能で あ る．

２） 外部 への対応

体制的には， 顧問税理士な どに対して
「病院会言十準

則 の改定と医療法人会計基準の制定を， 積極的に適用

する」 の組織方針を伝えて， 早期に事前研究をす るよ

う に 要 請す るこ と が 重 要 で あ る． 顧 問 税
理 士 な ど に は

十分の対応 ができな い例 も予想さ れる が， 最悪の場合

には顧間税理士の交代を含めて， 強力な対応を行うべ

き で あ る
．
今 回 の よ う な， 病 院 会 計 準 則 の 改

定 と 医 療

法 人 会言十基 準 の 制 定 は 前 例 の な い こ と で あ り，
そ れ な

り に 毅 然 と した 対 応 を す る こ と が 望 ま れ る．

現 実 的 に は，
銀 行 へ の 早 期 の説 明 が 必 要 と な る．

特

に， 退 職 給 付 会言十とリ ー ス 会 計 の 改
定 は
，
実 質 的 な 損

益ではな いと して も財務 諸表では， 目己資本比率の低

下 と
， 減
益ま た は 損 失 の 計 上 が 示 さ れ る．

こ の 点 を 説

明 しな い た め に 銀 行 か ら 取 引 を 解 消 さ れ た 事例 もあ り，

確 実 な 説 明 を す る 必 要 性 が 大 き い．

３） 組織内への対応

① 財務諸表の内容点検

財務 諸表の内容 に， 金融機関などに公表されて問
題

は な い かの 検討 を 行う こ と が 必 要 と な る． た
と え ば，

貸借対照表 にお ける役員貸付金の金額表示や， 損益計

算書 にお ける委 託費 の内容， あるいは過大な役員報
酬

にお いて， 経営幹部 との 公私混同な どがない
かを点検

し て おく こ と が 必 要 とな る．

② 公表の相手先

財 務 諸 表 の 公 開 に お い て は， 外 部 よ り も 内
部 へ の 情

報 公 開 を 先 行 さ せ る こ と が 必 要 と な る． 今 後
の 経 営 に

おいて必要とさ れる 「組織一丸となっての経営理念の

実 現」 の た め に は，
内部 へ の情 報 公 開 は必 須と な る．

さ らに， 内部職員に対して財務諸 表を公 開
して も職員

は 理 解 で き る の か と い う 重 大 な 課 題 が あり，
計 画 的な

職 員 教 育 な どの 対 応 が 必 要 と な る．

こ の 考 え を 進 め る と， 幹 部 教 育 の 材 料
と して 活用 す

る こ と が 望 ま れ る． っ
ま り， 「す

べ て の 病 院 の 決 算 を

統 一 し， 将 来
は 公 開 し， 透明 性

を 高 め る」 と の 杜 会 全

体の 流 れ を ど の よ う に 受 け 止め る か であ る．
たと え ば，

医療機関 ごとのカルテや医療内容の公開， 杜会福 祉法

人 に 準 ず る 経 営 内 容 の 公 開 と 同 じ 流 れ に あ る．
そ の 流

れ に 自 分 た ち は どの よ う に 対 応 す る か を，
幹 部 職 員 に

考 え さ せ る こ と が重 要 で あ る． そ
の 点 で は， 幹 部 教 育

の た め の 絶 好 の 機 会 と する こ と がで き る．

③ 管理会計体制の構築

今回の退職給付会計の導入は， 税務会計から管理会

言十を 分 離 さ せ る こ と で あ る． そ れ は，
表 ３ に 示 す 会 計

の 体 制 区 分 を 考え れ ば明 確 で あ る．

税 務 会 計 ・ 財 務 会 計 をき ち ん と行 う こ と は， 組織 の

最低 条 件 で は あ る が， し か し こ れ で は
経 営 上 の 意思 決

定 に は 有 効 と な ら な い．
今 後 の 病 院 の 業 務 を 考 え る と，

業務内容の多様化・複合化 （入院外来だけではなく，

健診・在宅・老人保健施設な ども行う） や戦略的な部

門選択 （赤字 でも相乗効果な どの戦 略的な狙いで行う

分 野 の 選 択） な ど が増 加 す る．
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さ らに診療報酬定額化の流れは売上の頭打ちを招き，

コ ス ト削 減 の 重 要 性 が 高 ま る が， そ の ため に原 価 管 理

が 不 可 欠 と な る
．
原 価 管 理 に っ い て は もっ ぱ ら計 算 作

業 の 手 数 負 担 が 障 害 と な り， ま た 経 済イ ン セ ンテ ィ ブ

が 無 い た め に， 民 間 病 院 の ７ 割 を 占 め る ２００床 以 下 の

病 院 で は， ほ と ん ど進 ん で い な い よ う に思 える．
一 方

で 医療機関に対する社会か らの評価は厳しくなること

か ら， 財務面を含めた経営情報を外部に公開する方 向

が強 ま る 可 能 性 が あ る
．

さ らに資金調達の多様化 は， 融資機関の多様化と審

査方法の高度化を招き， 外部 への説明資料として現在

の病 院会計準則に示さ れる会言十情報では， 外部関係 者

の要 求 に応 え る こ と はと う て い不 可 能 と な る
．
し た が

って 今後 は， 管理会計を拡大 して財務会計情報に加え

て 一 体と な っ た 医療 経 営 にっ いて の 情 報 提 供 を 行 い，

ま た外部か らの意見を参 考として意患決定の方向に進

Ｖｏ１．１９ Ｎｏ．１ ２００４

む こ と が 求 め ら れ る．

税務会計と管理会言十の関係を考えれば， 現状の税務

会計に一方的に従うような考え方 は適切でなく組織の

実 情 に 応 じた 処 理 を す べ き で あ る． こ の 点 で， 財 務 会

言十や管理会計が自主的な運用を行い， 税務会計との適

切な距離感が必要となる． たとえ ば 「退職給付引当金

を １５ 年 分 割 で 計 上 す る」 と して も， そ れ は税 務 上 の

損金と はな らない処理であり， 税務会計との分離を前

提 と す る 必 要 があ る．

もちろん， たとえ ば減 価償却 年数 （適切な 見積 もり

と言って も， 税務上の 法定耐用 年数以外の合理的な見

積 もり は きわ めて 困 難） の よ う に， 実 現 のた めの 課 題

は山積で業界ぐるみ の長 期的な対応が必 要となる． 当

面 は， 税 務 の た めの 決 算 書 作 成 に 止ま ら な い で， 自分

達の意思決定の参考 となる財務資料と経営資料の融合

化 を 図 る こ と が 現 実 的 な 課 題 と な ろ う．


